
今年発生した豪雨災害，台風２０号，台風２１号などの災害によってお困りのこと

がございましたら，お気軽に兵庫県弁護士会災害無料電話法律相談までお電話くだ

さい。

電話を受け付けた後，３時間以内を目安に弁護士が電話で折り返し，無料でご相談

に乗ります。

（※弁護士会へのお電話の通話料は相談者の方のご負担になります。）

たとえば・・・

「風でおとなりとの境界の塀がくずれてしまった。」

「高潮で倉庫に預けていた物が濡れて使えなくなってしまった。」

「風で飛んできた物で自動車に傷がついてしまった。」

そのほか，災害に関するご相談なら何でもお電話ください！

お問い合わせ先：

０７８―３４１―８５９５

無料法律相談実施期間：

２０１８年１１月７日（水）～

２０１８年１２月２７日（木）
平日 10 時～12 時,13 時～16 時

主催：兵庫県弁護士会


